
令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先４　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（４の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（４の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

（別添２）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先６　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（８の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（８の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先５　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（６の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（６の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先８　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１１の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（１１の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先７　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（９の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（９の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先１０　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１８の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（１８の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先９　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１６の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（１６の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。



令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先１２　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（２６の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（２６の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先１１　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（２３の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（２３の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先１４　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（２８の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（２８の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先１３　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（２７の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（２７の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先１６　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（３１の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（３１の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先１５　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（２９の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（２９の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先１７　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（３４の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（３４の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。



令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先１８　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（３５の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（３５の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先２０　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（３８の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（３８の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先１９　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（３７の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（３７の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　３．年金特別徴収情報
ファイル　５．特定個人情報の
提供・移転（委託に伴うものを
除く。）　提供先１　①法令上
の根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（２９の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（２９の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先２１　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（３９の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（３９の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先２３　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（４２の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（４２の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先２２　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（４０の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（４０の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。



令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先２５　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（５４の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（５４の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先２４　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（４８の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（４８の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先２７　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（５８の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（５８の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先２６　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（５７の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（５７の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先２９　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（６１の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（６１の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先２８　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（５９の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（５９の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先３０　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（６２の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（６２の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。



令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先３１　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（６３の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（６３の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先３３　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（６５の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（６５の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先３２　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（６４の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（６４の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先３５　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（６７の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（６７の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先３４　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（６６の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（６６の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先３７　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（７１の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（７１の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先３６　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（７０の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（７０の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。



令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先３９　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（８０の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（８０の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先３８　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（７４の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（７４の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先４１　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（８５の２の
項）

番号法第１９条第８号及び別表第二（８５の２の
項）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先４０　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（８４の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（８４の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先４３　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（９１の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（９１の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先４２　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（８７の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（８７の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先４４　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（９２の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（９２の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。



令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先４５　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（９４の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（９４の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先４７　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１０１の
項）

番号法第１９条第８号及び別表第二（１０１の
項）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先４６　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（９７の項） 番号法第１９条第８号及び別表第二（９７の項） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先４９　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１０３の
項）

番号法第１９条第８号及び別表第二（１０３の
項）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先４８　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１０２の
項）

番号法第１９条第８号及び別表第二（１０２の
項）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先５１　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１０７の
項）

番号法第１９条第８号及び別表第二（１０７の
項）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先５０　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１０６の
項）

番号法第１９条第８号及び別表第二（１０６の
項）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。



令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先５３　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１１３の
項）

番号法第１９条第８号及び別表第二（１１３の
項）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先５２　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１０８の
項）

番号法第１９条第８号及び別表第二（１０８の
項）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先５５　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１１５の
項）

番号法第１９条第８号及び別表第二（１１５の
項）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先５４　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１１４の
項）

番号法第１９条第８号及び別表第二（１１４の
項）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先５７　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１１９の
項）

番号法第１９条第８号及び別表第二（１１９の
項）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先５６　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１１６の
項）

番号法第１９条第８号及び別表第二（１１６の
項）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。



令和5年6月30日

Ⅳ　開示請求、問合せ　１．特
定個人情報の開示・訂正・利
用停止請求　②請求方法

印西市個人情報保護条例に基づき、本人確認
書類の提示及び書面による請求書の提出によ
り開示請求を受け付ける。

個人情報の保護に関する法律、個人情報の保
護に関する法律施行条例及び個人情報の保護
に関する法律施行条例施行規則の規定に基づ
き、開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和5年6月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　１．住民税賦課情報ファ
イル　５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）　提供先５８　①法令上の
根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（１１６の
項）

番号法第１９条第８号及び別表第二（１１６の
項）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和6年2月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　 １．住民税賦課情報
ファイル　４．特定個人情報
ファイルの取扱いの委託　委
託事項１

システムの運用 システムの運用（ガバメントクラウドＡＳＰ） 事前
ガバメントクラウドへの移行に
伴い重要な変更が生ずること
によるもの

令和6年2月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　 １．住民税賦課情報
ファイル　４．特定個人情報
ファイルの取扱いの委託　委
託の有無

8 9 事前
ガバメントクラウドへの移行に
伴い重要な変更が生ずること
によるもの

令和6年2月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　 １．住民税賦課情報
ファイル　４．特定個人情報
ファイルの取扱いの委託　委
託事項９　①委託内容

個別領域の利用権限の付与、クラウドサービス
等の運用管理

事前
ガバメントクラウドへの移行に
伴い重要な変更が生ずること
によるもの

令和6年2月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　 １．住民税賦課情報
ファイル　４．特定個人情報
ファイルの取扱いの委託　委
託事項９

ガバメントクラウド運用補助者 事前
ガバメントクラウドへの移行に
伴い重要な変更が生ずること
によるもの



令和6年2月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　 １．住民税賦課情報
ファイル　４．特定個人情報
ファイルの取扱いの委託　委
託事項９　③委託先名

株式会社　ディー・エス・ケイ 事前
ガバメントクラウドへの移行に
伴い重要な変更が生ずること
によるもの

令和6年2月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　 １．住民税賦課情報
ファイル　４．特定個人情報
ファイルの取扱いの委託　委
託事項９　②委託先における
取扱者数

10人未満 事前
ガバメントクラウドへの移行に
伴い重要な変更が生ずること
によるもの

令和6年2月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　 １．住民税賦課情報
ファイル　４．特定個人情報
ファイルの取扱いの委託　委
託事項９　⑤再委託の許諾方
法

委託先から、再委託の必要性、再委託先の委
託管理方法、再委託先の名称、代表者及び所
在地、再委託する業務内容、再委託する業務に
含まれる情報の種類、再委託先のセキュリティ
管理体制の申請を受け、許諾を判断している

事前
ガバメントクラウドへの移行に
伴い重要な変更が生ずること
によるもの

令和6年2月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　 １．住民税賦課情報
ファイル　４．特定個人情報
ファイルの取扱いの委託　委
託事項９　④再委託の有無

再委託する 事前
ガバメントクラウドへの移行に
伴い重要な変更が生ずること
によるもの

令和6年2月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　 １．住民税賦課情報
ファイル　４．特定個人情報
ファイルの取扱いの委託　委
託事項９　⑥再委託事項

ガバメントクラウドの個別領域の利用権限の構
築及びクラウドサービス等の運用補助

事前
ガバメントクラウドへの移行に
伴い重要な変更が生ずること
によるもの



令和6年2月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　 １．住民税賦課情報
ファイル　６．特定個人情報の
保管・消去　保管場所

＜住民税システムにおける措置＞
セキュリティゲートにて入退館管理をしている建
物内のうち、さらに入退室管理を行っている部
屋に設置したサーバ内に保管。サーバへのアク
セスはID/パスワードによる認証が必要。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており，データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は，サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され，
バックアップもデータベース上に保存される。

＜住民税システムにおける措置＞
セキュリティゲートにて入退館管理をしている建
物内のうち、さらに入退室管理を行っている部
屋に設置したサーバ内に保管。サーバへのアク
セスはID/パスワードによる認証が必要。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており，データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は，サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され，
バックアップもデータベース上に保存される。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
【保管】
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する
環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策は
クラウド事業者が実施する。なお、クラウド事業
者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービ
ス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に
実施されているほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受け
ていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としているこ
と。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理する
データセンター内のデータベースに保存され、
バックアップも日本国内に設置された複数の
データセンターのうち本番環境とは別のデータ
センター内に保存される。
【消去】
①国及びガバメントクラウドのクラウド事業者は
アクセスが制御されているため消去をすること
はない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置

事前
ガバメントクラウドへの移行に
伴い重要な変更が生ずること
によるもの



令和6年2月13日

Ⅲ　リスク対策　 １．住民税賦
課情報ファイル　７．特定個人
情報の保管・消去　特定個人
情報の保管・消去におけるそ
の他のリスク及びそのリスクに
対する措置

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
【保管：物理的対策】
①ガバメントクラウドについては政府情報システ
ムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録さ
れたクラウドサービスから調達することとしてお
り、システムのサーバー等は、クラウド事業者が
保有・管理する環境に構築し、その環境には認
可された者だけがアクセスできるよう適切な入
退室管理策を行っている。
②事前に許可されていない装置等に関しては、
外部に持出できないこととしている。

【保管：技術的対策】
①国及びクラウド事業者は利用者のデータにア
クセスしない契約等となっている。
②ガバメントクラウドＡＳＰ、ガバメントクラウド運
用管理補助者は、ガバメントクラウドが提供する
マネージドサービスにより、ネットワークアクティ
ビティ、データアクセスパターン、アカウント動作
等について継続的にモニタリングを行うととも
に、ログ管理を行う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対す
るセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos
対策を24時間365日講じる。
④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、
ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイル
の更新を行う。
⑤ガバメントクラウドＡＳＰ、ガバメントクラウド運
用管理補助者は、OS及びミドルウエアについ
て、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行
う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有す
るシステムを構築する環境は、インターネットと
は切り離された閉域ネットワークで構成する。
⑦地方公共団体、ガバメントクラウドＡＳＰ、ガバ
メントクラウド運用管理補助者の各運用保守地
点からガバメントクラウドへの接続については、

事前
ガバメントクラウドへの移行に
伴い重要な変更が生ずること
によるもの


	（別添２－２）変更箇所 

